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令和５年号

島根県最低賃金 令和5年10月6日から 904 全国平均

１,００４円円（時間額）

8/26開催！海士町大感謝祭 ～老いも若きもキンニャモニャ～

今年のキンニャモニャ祭りは役場が主体となり『海士町大感謝祭～老いも若きもキンニャモ

ニャ～』と題して行われました。

商工会としても会員の皆さんにボランティアを募り、準備と後かたずけに協力していただき、

青年部の部員さんには花火の準備等にも協力していただきました。ご協力頂いた皆様、暑い

中本当にありがとうございました。

会場では隠岐國商工会のブースで会員事業所の紹介ボード、今までのキンニャモニャ祭りの

ポスターを展示し、キンニャモニャグッズやかき氷、飲み物等を販売しました。

青年部・青山敦士さん 主張発表大会 島根県予選に出場！！

7月１日（土）に出雲市・ビックハート出雲で開催された『令和５年度島根県

商工会青年部研修大会』にあわせ、「全国商工会青年部主張発表大会 島根

県予選会」が行われました。この主張発表大会は、県内６ブロックの商工会青

年部から主張者を選抜し、日頃、商工会青年部活動を通して得た自らの経験

や成果、意見を発表し、商工会の次世代を担うリーダーとしての意識の高揚、

若手経営者・後継者としての資質の向上を図り、もって地域活性化に資するこ

とを目的に毎年開催されています。

この度、隠岐ブロックの商工会青年部を代表し、青年部員の青山敦士さん

が出場されました。青山さんは「信頼的対立を経て、生み出す未来」と題し、

本気で島の未来を創るために、必要な仲間づくり・関係づくり・対話の大切な

場の１つとして商工会青年部が必要であるという要旨で発表されました。

残念ながら表彰とはなりませんでしたが、隠岐ブロック代表として恥じない、

正々堂々とした素晴らしい主張でした。青山さん、お疲れ様でした。

基調講演では出雲市の万九千神社の宮司の錦田剛志氏より『伊勢神社と出

雲大社～遷宮に学ぶ経営理念「原点回帰とよみがえり」』と題し、経営と遷宮

の共通点についてお話をいただきました。

また交流会ではコロナ規制解除となったことから、コロナ禍前のスタイルで

実施され、他部員との交流が図られました。また、９月に広島市で開催される

「中国･四国ブロック商工会青年部交流会」のPRに広島県青連の役員の方々

もかけつけ、大変な賑わいとなりました。

今後も地域の未来創りのため、商工会青年部は歩みを進めてまいります。

会員事業所の皆様の一層のご理解とご協力をよろしくお願いします。



①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送（３万円未満のものに限ります）

②自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等（３万円未満のものに限ります）

③郵便切手を対価とする郵便サービス（郵便ポストに差し出されたものに限ります）

④適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます）を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引

⑤古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から古物、質物又は

建物を該当事業者の棚卸資産として取得する取引

⑥適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引

⑦従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

904 円（時間額）

記帳機械化をご利用の皆様へ

商工会では皆様が電子申告できるように、定期

的に日計表を提出していただくようお願いして

おります。

特に、今年度の日計表がまだ未提出の事業所様

は至急提出をお願いします。

※日計表の提出が６ヶ月以上

たっている月の機械化手数料は

延滞料を請求させていただいて

おります。（１ヶ月1,100円）

税務署から届く封筒は

捨てないで！
毎年１０月に税務署から届く封筒には年末調整

に使用する書類等が一式と納付書が入ってい

ます。届いたら処分せずに年末調整をする時

まで保管しておいてください。令和３年より年

末調整関係諸用紙の送付は１枚づつとなって

います。足らない場合は国税庁のホームペー

ジからダウンロードするかコピーしてご使用く

ださい。

～インボイス（適格請求書）発行事業者の実務を確認しましょう～

１０/１よりインボイス制度がスタートします！

基本的な請求書の記載方法

10/1から変わる日々の帳簿付けに注意しましょう

消費税が本則課税の事業者及び、免税事業者がインボイスの登録申請をして１０/１より本則課税

の課税事業者になった事業所は消費税の計算において、売上等で発生する消費税から支払った消費税

を差し引きます。これを「仕入税額控除」といいます。

仕入税額控除をするためには帳簿に記入する際、支払いのあった取り引きごとに品名、税率、支払先名、

支払先がインボイス登録事業者なのか免税事業者なのかをわかるようにしておく必要があります。

支払先がインボイス登録事業者なのか確認しておきましょう。

※簡易課税を選択していても、売上先に消費税を納付している事業者がある場合は、インボイスの発行を求められることもあります。

インボイスの保存が免除される取引

令和５年10月１日

から登録を受けよ

うとする事業者は、

令和５年９月30日

までに登録申請を

行う必要がありま

す。申請は郵送か

e-Taxでできます。

e-Tax(SP版)

はこちら

・事業主と従業員で加入すれば掛金が経費になります。

・隠岐地区は隠岐汽船の乗船料1,000円割引券が３枚

・ツアー2,000円割引券も隠岐汽船の乗船料の割引に使用 

できます。

・インフルエンザ予防接種を受けると600円の補助

・忘新年会には2,000円の補助

・健康診断を受けると6,000円の補助（受診の前に申請が必要）

 その他、お得な特典があります。商工会で加入手続きが

 できますのでお気軽にお問合せ下さい。

健康長寿しまね推進会議よりお知らせ

お酒の飲み方は大丈夫ですか？
あなたとあなたの大切な人のために

飲み方を振り返ってみましょう。１日の

適正飲酒量は、平均純アルコールで

男性２０ｇ、女性１０ｇまでです。

ジョイメイトはお得がいっぱい!!

純アルコール20ｇとは…

休業補償保険制度

の保険料について

１０月に自動継続更新

となり、９月の引き落

とし分より保険料が変

更になります。ご了承

ください。

e-Taxで申請する場合に必要な利用者識別番号は商工会にお問合せ下さい。


